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行
政
改
革
推
進
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書

増
税
論
議
の
前
提
条
件
と
し
て
、
行
政
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
政
権
の
行
政
改
革
推

進
の
基
本
姿
勢
に
関
し
て
下
記
の
質
問
を
す
る
。

一

「
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
、
「
行
政
改
革
推
進
法
」
）

第
五
十
九
条
は
、
「
政
府
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
末
に
お
け
る
国
の
資
産
の
額
の
当
該
年
度
の
国
内
総
生
産

の
額
に
占
め
る
割
合
が
、
平
成
十
七
年
度
末
に
お
け
る
当
該
割
合
の
二
分
の
一
に
で
き
る
限
り
近
づ
く
こ
と
を
長
期
的
な
目

安
と
し
て
、
こ
れ
に
留
意
し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
一

国
の
資
産
の
保
有
の
必
要
性
を
厳
格

に
判
断
す
る
こ
と
。
二

売
却
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
国
有
財
産
の
売
却
を
促
進
す
る
こ
と
。
三

過
大
と
認
め
ら
れ
る
剰

余
金
等
に
つ
い
て
は
、
国
債
総
額
の
抑
制
そ
の
他
国
民
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
活
用
を
図
る
こ
と
。
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
条
文
に
関
連
し
て
、
下
記
の
件
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

（
一
）

平
成
一
八
年
七
月
七
日
に
閣
議
決
定
し
た
『
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
六
』
（
以

下
、
「
骨
太
の
方
針
二
〇
〇
六
」
）
で
は
、
「
「
行
政
改
革
推
進
法
」
に
基
づ
き
、
平
成
二
七
年
度
末
に
国
の
資
産

規
模
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
半
減
を
目
指
し
、
国
の
資
産
を
約
一
四
〇
兆
円
規
模
で
圧
縮
す
る
。
」
と
あ
る
。

一



�

現
政
権
も
こ
の
資
産
圧
縮
目
標
額
を
継
承
し
て
い
る
か
。
異
な
る
資
産
圧
縮
目
標
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
目
標

額
を
回
答
さ
れ
た
い
。

�

現
政
権
の
国
の
資
産
圧
縮
の
具
体
的
項
目
毎
の
目
標
額
を
回
答
さ
れ
た
い
。

（
二
）

平
成
一
八
年
七
月
七
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
骨
太
の
方
針
二
〇
〇
六
」
で
は
、
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
今
後
一

〇
年
間
の
売
却
収
入
を
約
一
二
兆
円
と
し
て
い
る
。

�

二
〇
〇
七
年
度
、
二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
〇
九
年
度
、
二
〇
一
〇
年
度
、
二
〇
一
一
年
度
の
国
有
財
産
売
却
収

入
は
い
く
ら
か
。

�

現
政
権
も
、
平
成
一
八
年
か
ら
一
〇
年
間
の
国
有
財
産
売
却
収
入
約
一
二
兆
円
と
い
う
目
標
額
を
継
承
し
て
い

る
か
。
異
な
る
目
標
額
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
目
標
額
を
回
答
さ
れ
た
い
。

�

国
有
財
産
の
売
却
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
五
月
の
内
閣
官
房
行
革
推
進
室
の
資
料
は
、
庁
舎
・
宿
舎
跡
地
や

そ
の
他
の
未
利
用
国
有
地
の
売
却
収
入
に
つ
い
て
、
国
有
地
全
体
で
一
〇
年
間
で
三
兆
六
千
億
円
売
却
見
込
み

で
、
〇
六－

〇
七
年
度
に
六
七
二
三
億
円
を
売
却
済
と
し
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
〇
九
年
度
、
二
〇
一
〇
年
度
、
二
〇
一
一
年
度
の
国
有
地
売
却
収
入
を
回
答
さ
れ
た

二



い
。

�

国
有
財
産
の
売
却
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
五
月
の
内
閣
官
房
行
革
推
進
室
の
資
料
は
、
政
府
保
有
株
式
（
日

本
郵
政
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
等
）
の
売
却
収
入
に
つ
い
て
、
一
〇
年
間
で
八
兆
四
千
億
円
売
却
の
見
込
み
で
、

〇
六－
〇
八
年
度
に
一
三
〇
三
億
円
を
売
却
済
と
し
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
度
、
二
〇
一
〇
年
度
、
二
〇
一
一
年
度
の
政
府
保
有
株
の
売
却
額
を
回
答
さ
れ
た
い
。

日
本
郵
政
及
び
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
民
営
化
の
見
直
し
に
伴
い
、
今
後
一
〇
年
間
の
政
府
保
有
株
の
売
却
額

が
二
〇
〇
九
年
五
月
に
想
定
し
た
よ
り
も
減
少
す
る
額
を
回
答
さ
れ
た
い
。
こ
の
減
少
額
を
何
に
よ
っ
て
補
う
の

か
を
回
答
さ
れ
た
い
。

（
三
）

平
成
一
八
年
七
月
七
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
骨
太
の
方
針
二
〇
〇
六
」
で
は
、
「
財
政
融
資
資
金
貸
付
金
に
つ
い

て
は
、
財
投
改
革
の
継
続
に
加
え
て
、
対
象
事
業
の
一
層
の
重
点
化
・
効
率
化
、
「
行
政
改
革
推
進
法
」
等
に
基
づ

く
諸
改
革
へ
の
適
切
な
対
応
、
政
府
保
証
の
一
段
の
活
用
、
既
往
の
貸
付
金
・
保
有
有
価
証
券
の
売
却
・
証
券
化
等

に
よ
る
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
化
に
よ
り
、
今
後
一
〇
年
以
内
で
あ
わ
せ
て
一
三
〇
兆
円
超
の
圧
縮
を
実
現
す
る
。
」
と
あ

る
。

三



�

二
〇
〇
九
年
五
月
の
内
閣
官
房
行
革
推
進
室
の
資
料
は
、
二
〇
〇
六－

二
〇
〇
七
年
度
に
約
五
十
兆
円
を
圧
縮

済
と
あ
る
が
、
二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
〇
九
年
度
、
二
〇
一
〇
年
度
、
二
〇
一
一
年
度
の
財
政
融
資
資
金
貸
付
金

の
圧
縮
額
を
回
答
さ
れ
た
い
。

�

現
政
権
も
一
〇
年
間
で
百
三
十
兆
円
超
の
貸
付
残
高
を
圧
縮
予
定
と
い
う
目
標
を
継
承
し
て
い
る
か
。
異
な
る

目
標
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
目
標
額
を
回
答
さ
れ
た
い
。

二

平
成
一
七
年
一
二
月
二
四
日
閣
議
決
定
の
「
行
政
改
革
の
重
要
方
針
」
で
は
、
特
別
会
計
改
革
に
よ
り
、
今
後
五
年
間
に

お
い
て
合
計
二
十
兆
円
程
度
の
財
政
健
全
化
へ
の
貢
献
を
目
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
標
は
達
成
さ
れ
た
か
、
具
体
的

数
値
を
示
し
て
頂
き
た
い
。
ま
た
、
現
政
権
は
特
別
会
計
の
改
革
に
よ
る
財
政
健
全
化
へ
の
貢
献
目
標
が
あ
る
か
。
あ
る
場

合
に
は
具
体
的
数
字
を
回
答
さ
れ
た
い
。

三

平
成
一
七
年
一
二
月
二
四
日
閣
議
決
定
の
「
行
政
改
革
の
重
要
方
針
」
で
は
、
総
人
件
費
改
革
の
実
行
計
画
に
つ
い
て
、

「
政
府
の
規
模
の
大
胆
な
縮
減
に
向
け
て
、
国
家
公
務
員
（
九
四
・
八
万
人
、
郵
政
公
社
職
員
を
含
む
。
）
の
総
人
件
費
に

つ
い
て
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
み
て
今
後
一
〇
年
間
で
概
ね
半
減
さ
せ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
長
期
的
な
目
安
も
念
頭
に
お
き
な
が

ら
改
革
を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
踏
ま
え
た
削
減
努
力
を
要
請
し
、
官
の
リ
ス
ト
ラ
努
力
に

四



つ
い
て
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
駆
使
し
て
改
革
を
断
行
す
る
。
」
と
あ
る
。

�

平
成
二
三
年
度
段
階
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
は
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
ど
の
程
度
か
。

�

国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
に
つ
い
て
、
「
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
み
て
今
後
一
〇
年
間
で
概
ね
半
減
さ
せ
る
」
こ
と
を
現
政
権

は
長
期
的
な
目
安
と
し
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


